本研修は研修義務化対象講座です（３単位）

会員各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年７月３日
春秋会主催研修

「離婚事件」あなたのお悩みにお答えします！

ここでしか聞けない離婚事件のノウハウ・小技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のお知らせ

春　　　秋　　　会　　幹事長　　木村　圭二郎
春秋会研修委員会　委員長　　川　上　　　良
これから離婚事件に初めて取り組む若手会員の皆様、不安に思っていることはありませんか？日々離婚事件にかかわっている会員の皆様、離婚事件についてお悩みではないですか？
春秋会研修委員会では、そんな悩める会員の皆様に向けて、経験豊富な諸先輩方の「離婚事件」お悩み相談室を公開で開催しよう！と企画いたしました。

今回皆様のお悩みにお答えいただく講師（パネリスト・コーディネーター）としてご登壇いただくのは、いずれも離婚事件で豊富な経験を持つ４名の弁護士です。

ここでしか聞けない離婚事件のノウハウ・小技を伝授いただきましょう。


開催日時：　平成２５年８月６日　（火）午後６時～８時３０分
開催場所：　大阪弁護士会館２階　２０１・２０２号室
【パネリスト・プロフィール】

・石田法子弁護士（２８期・春秋会会員）
弁護士登録３７年目。近年は、シェルターからのご紹介で妻側でのＤＶ離婚事件を扱うことが多いですが、男性側の受任も拒みません。

・乘井弥生弁護士（４７期・春秋会会員）
現在、手持ちの受任事件の８割を離婚事件が占めています。

家族の問題、男女の問題は、奥が深く、やりがいがあります。
・渋谷元宏弁護士（５２期）
大阪弁護士会男女共同参画推進本部・事務局次長、大阪府・男女共同参画審議会　委員

［著書］　「親権・監護権をめぐる法律と実務」（清文社）など

【コーディネーター・プロフィール】

・飯島奈絵弁護士（４６期・春秋会会員）
　　米国の一部の州には、養育費滞納者の運転免許を停止する制度があります。親権争い、養育費等、子供のからむ離婚事件には特に力が入ります。
参加ご希望の方は、裏面の申込書をＦＡＸ送信お願いします。

なお、この企画は、初めて離婚事件に取り組む若手会員から、困難な事案につきあたって悩んでいるであろうベテランの会員まで、広く参加いただけるよう企画しております。離婚事件を巡るご質問、お悩みがありましたら、ぜひ参加希望申込書の「何でもお悩み相談室」欄にご記入ください。当日は、いただきましたご質問・お悩みをお題に、進行できればと考えております。事前準備がありますため、ご質問、お悩みは、７月１９日（金）までにいただきますようお願いいたします。


注 ・入室時、退出時の２回、出席登録が必要です。図書利用カードを御持参下さい。

・開始１５分以後の入場、研修終了予定時刻前の退場(研修が終了予定時刻前に終了した場合を除く)は、受講としてカウントされませんので御注意下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
参　加　申　込　書

「離婚事件」あなたのお悩みにお答えします！

ここでしか聞けない離婚事件のノウハウ・小技
に参加します。
貴名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　期　）

（FAX　　　　－　　　　　－　　　　　　　）

担当　　松尾洋輔　　　　FAX　０６－６２０１－０４０４　宛


「離婚事件」何でもお悩み相談室








